
　
２
０
１
１
年
３
月

日
に
発
生
し
た
東
日
本

大
震
災
に
よ
る
津
波
で
、
膨
大
な
量
の
災
害
廃

棄
物
が
発
生
し
た
。
こ
れ
ら
の
災
害
廃
棄
物
の

処
理
は
、
復
旧
・
復
興
の
大
前
提
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
適
正
か
つ
効
率
的
な
対
応
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。
被
災
地
で
は
処
理
能
力
が
不
足
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
被
災
地
以
外
の
施
設
を
活
用

し
た
広
域
処
理
や
、
復
旧
・
復
興
事
業
と
し
て

整
備
す
る
施
設
の
建
設
資
材
と
し
て
の
活
用
な

ど
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

宮城県石巻市雲雀野地区に
建設中の２種類の焼却炉全５基

女川町災害廃棄物処理施設ではコンテ
ナに積み込んだ後も空間線量率を測定

広
域
協
力
を
要
請
有
害
物
質
に
監
視
体
制

大型処理施設を建設東北３県の処理８．８％
効率求められる災害廃棄物処理

　　 ２０１２年 平成２４年 ４月２０日 金曜日 【広告特集】 （ ）

　
東
日
本
大
震
災
で
特
に
被

害
の
大
き
か
っ
た
岩
手
県
、

宮
城
県
、
福
島
県
の
３
県
で

は
、
推
計
２
２
５
０
万

の

災
害
廃
棄
物
が
発
生
し
て
い

る
。
岩
手
県
で
通
常
の
一
般

廃
棄
物
の
排
出
量
の
約

年

分
、
宮
城
県
で
約

年
分
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
災

害
廃
棄
物
に
つ
い
て
、
原
則

と
し
て
震
災
発
生
か
ら
３
年

後
の

年
３
月
ま
で
に
処
理

を
終
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

３
県
で
は
現
在
ま
で
に
災
害

廃
棄
物
の

％
が
仮
置
き
場

に
搬
入
さ
れ
、
災
害
廃
棄
物

の
８
・
８
％
の
処
理
が
終
わ

っ
て
い
る
。
岩
手
県
と
宮
城

県
で
は
、
仮
設
焼
却
炉
の
稼

働
が
増
え
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
処
理
が
加
速
す
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。

　
宮
城
県
で
は
特
に
被
害
が

著
し
い
沿
岸
地
域

市
町
の

う
ち
、
市
町
単
独
処
理
を
行

う
仙
台
市
な
ど
を
除
い
た

市
町
に
つ
い
て
県
が
処
理
を

実
施
。
処
理
を
効
率
的
に
進

め
る
た
め
、
気
仙
沼
、
石

巻
、
宮
城
東
部
、
亘
理
・
名

取
の
四
つ
の
地
域
ブ
ロ
ッ
ク

単
位
で
計
画
を
策
定
し
、
処

理
を
進
め
て
い
る
。

　
こ
の
う
ち
、
石
巻
市
、
東

松
島
市
、
女
川
町
の
２
市
１

町
か
ら
な
る
石
巻
ブ
ロ
ッ
ク

は
、
宮
城
県
全
体
の
災
害
廃

棄
物
発
生
量
の
お
よ
そ
半
分

を
占
め
、
他
の
被
災
地
と
比

べ
て
圧
倒
的
な
発
生
量
を
抱

え
て
い
る
。
石
巻
ブ
ロ
ッ
ク

の
災
害
廃
棄
物
の
８
割
を
処

理
す
る
の
が
、
石
巻
市
雲
雀

野
地
区
の
二
次
仮
置
き
場

だ
。
こ
こ
で
は
粗
選
別
、
混

合
物
破
砕
選
別
、
土
壌
改
質

洗
浄
、
焼
却
な
ど
の
処
理
を

行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

現
在
建
設
中
の
焼
却
施
設

は
、
ロ
ー
タ
リ
ー
キ
ル
ン
と

呼
ば
れ
る
焼
却
炉
２
基
と
ス

ト
ー
カ
炉
と
呼
ば
れ
る
一
般

的
な
焼
却
炉
３
基
の
合
計
５

基
で
、
８
月
ま
で
に
全
て
が

完
成
す
る
予
定
。
５
基
で
国

内
最
大
規
模
の
１
日
当
た
り

１
５
０
０

を
焼
却
す
る
。

ロ
ー
タ
リ
ー
キ
ル
ン
炉
は
多

種
雑
多
で
形
状
も
さ
ま
ざ
ま

な
廃
棄
物
を
一
度
に
処
理
で

き
る
点
で
優
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
現
地
で
再
生

利
用
施
設
や
焼
却
炉
の
設
置

を
進
め
て
い
る
が
、
そ
れ
で

も
最
終
処
分
場
を
含
め
、
処

理
能
力
が
大
幅
に
不
足
し
て

い
る
。
政
府
は
３
月

日
に

「
災
害
廃
棄
物
の
処
理
の
推

進
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会

合
」
を
開
き
、
「
東
日
本
大

震
災
に
よ
り
生
じ
た
災
害
廃

棄
物
の
処
理
に
関
す
る
特
別

措
置
法
」
に
基
づ
き
、
自
治

体
へ
の
広
域
的
な
協
力
の
要

請
を
決
定
。
こ
の
要
請
な
ど

に
よ
っ
て
受
け
入
れ
自
治
体

は
、

都
道
府
県
、

政
令

市
と
な
っ
た
。
広
域
処
理
は

約
１
６
２
万

が
現
実
的
な

も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

　
既
に
自
治
体
間
で
広
域
的

な
協
力
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い

る
。
特
別
区
長
会
、
東
京
都

市
長
会
、
女
川
町
、
宮
城

県
、
東
京
都
は
、

年

月

に
女
川
町
の
災
害
廃
棄
物
が

東
京
都
内
の
清
掃
工
場
で
円

滑
に
処
理
で
き
る
よ
う
相
互

に
協
力
す
る
こ
と
で
基
本
合

意
し
た
。
ま
た
、
宮
城
県
、

東
京
都
、
東
京
都
環
境
整
備

公
社
の
３
者
で
「
災
害
廃
棄

物
の
処
理
基
本
協
定
」
を
締

結
。

年
３
月
か
ら
女
川
町

の
災
害
廃
棄
物
の
受
け
入
れ

が
始
ま
っ
た
。

　
女
川
町
の
廃
棄
物
選
別
処

理
施
設
で
は
、
東
京
都
環
境

整
備
公
社
の
職
員
が
常
駐
し

て
受
け
入
れ
監
視
を
行
っ
て

い
る
。
廃
棄
物
が
仮
置
き
場

か
ら
破
砕
選
別
エ
リ
ア
に
移

動
し
た
時
に
ア
ス
ベ
ス
ト
な

ど
の
有
害
物
質
を
除
去
し
た

り
、
作
業
時
間
の
１
時
間
ご

と
に
廃
棄
物
の
空
間
線
量
率

を
測
定
し
た
り
し
て
い
る
。

廃
棄
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
積
み

込
ん
だ
後
、
空
間
線
量
率
を

確
認
。
木
く
ず
な
ど
を
高
気

密
性
の
コ
ン
テ
ナ
で
東
京
に

鉄
道
貨
物
輸
送
し
て
い
る
。

　
と
は
い
え
、
有
害
物
質
や

放
射
能
に
対
す
る
不
安
な
ど

が
受
け
入
れ
側
の
各
地
に
あ

る
た
め
、
広
域
的
な
協
力
の

事
例
は
ま
だ
少
な
い
。
被
災

地
復
興
の
ハ
ー
ド
ル
は
、
低

く
な
い
の
が
実
情
だ
。


